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計画の策定にあたって 
 

 

 
 

歯や口の機能は、全身の健康を維持増進する上で重要な役割を果たしており、そ

の機能を生涯維持するためには、日常生活において歯科疾患を予防するとともに、

歯科疾患を早期に発見し、早期に治療することが大変重要です。 

厚生労働省は、平成元年から、生涯自分の歯で食べるために、80歳になっても

20本以上の自分の歯を保つことをスローガンに「8020（ハチマルニイマル）運動」

を展開しました。さらに、平成 12年には、すべての国民が健やかで心豊かに生活

できる活力ある社会をめざし、健康寿命の延伸や生活の質の向上等を柱とした、21

世紀における国民健康づくり運動（健康日本 21）を推進し、この中で、歯の健康

について「単に食物を咀嚼するという点からだけでなく、食事や会話を楽しむなど、

豊かな人生を送るための基礎となるもの」として位置づけています。 

また、口腔の健康は、国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役

割であること、国民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康

の保持にきわめて有効であることから、国民保健の向上に寄与するため、歯科疾患

の予防等による口腔の健康の保持の推進に関する施策を総合的に推進する「歯科口

腔保健の推進に関する法律」が平成２３年８月に施行されました。 

 

静岡県では、平成 21年 12月に施行された「静岡県民の歯や口の健康づくり条

例」において、生涯にわたる県民の歯や口の健康づくりに関する施策の総合的かつ

計画的な推進を図るため、歯や口の健康づくりに関する基本的な計画を定めるもの

として、平成 23年度に「静岡県歯科保健計画」を策定しました。この計画では、

県の責務や市町との連携協力のほか、県民や保健・医療・福祉・教育等に関係する

者の役割等が示されており、8020運動の推進とともに、県民の生涯にわたる歯や

口の健康づくりの基本施策を総合的かつ効果的に推進することがうちだされていま

す。 

 

本市においては、平成 2３年度に「健康みしま２１」の見直しを行い、新たな健

康増進計画である「三島市健康づくり計画」を策定し、その中で「歯と口の健康」

を健康分野のひとつとし、むし歯・歯周病予防を効果的に推進することで、生涯に

わたる口腔の健康増進を図り、いつまでも生き生きとした人生を送ることをめざし

ています。 

そこで、本市では、そのアクションプランとして、あらゆる分野に健康の視点を

取り入れる「スマートウエルネスシティみしま」による“健幸”都市づくりの考え

のもと、市民の視点での歯や口腔の健康づくりを推進してくため、「三島市歯科保健

計画」を策定します。 

 

１ 計画策定の背景及び趣旨 

第１章 
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国の「健康日本２１」に盛り込まれた「歯の健康」について、その地方計画であ

る「静岡県歯科保健計画」に沿った三島市の歯科保健の総合的・体系的な計画とな

るものです。 

「三島市健康づくり計画」の領域の１つである「歯と口の健康」について、具体

的なアクションプランとしての歯科保健分野を推進するための実施計画であり、三

島市における関連計画との整合を図るものとします。 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画の計画期間は、平成 25年度（2013年）から平成 2８年度（201６年）

までの４年間とします。 

なお、本計画策定後の社会的状況の変化などに伴い、本計画の改定等の必要が生

じた場合には、適宜改定を行うものとします。

３ 計画の期間 

２ 計画の位置づけ 

国 

静岡県

県 

三島市 

歯科口腔保健の推進に関する法律 

（平成２３年８月施行） 

静岡県民の歯や口の健康づくり条例 

（平成２１年１２月施行） 

静岡県歯科保健計画 

（平成２３年３月策定） 

健康日本２１（第２次） 

（平成２５年４月施行） 

三島市健康づくり計画 

（平成２４年３月策定） 
三島市歯科保健計画 

スマートウエルネスみしま 



 

 

 


